
◎不正競争防止法等の一部を改正する法律 
（令和五年六月一四日法律第五一号）   

一、 提案理由（令和五年五月一二日・衆議院経済産業委員会） 

○西村（康）国務大臣 不正競争防止法等の一部を改正する法律案につきまして、その

提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、

スタートアップ、中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、

時代の要請に対応した知的財産制度の一体的な見直しを早急に講ずるべく、本法律案を

提出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド、デザイン等の保護強

化であります。 

 第一に、他人が既に登録している商標と類似する商標について、先に登録した商標権

者の同意があり、商品等の出所について混同するおそれがない場合は登録可能とすると

ともに、氏名を含む商標について、一定の場合には、他人の承諾なく登録を可能としま

す。 

 第二に、創作者等が意匠登録出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置の手続

要件を緩和いたします。 

 第三に、他人の商品の形態を模倣した商品を提供する行為について、デジタル空間上

での行為であっても不正競争に該当することとします。 

 第四に、秘密として管理されたビッグデータも限定提供データとして保護の対象とし、

侵害行為の差止め請求を可能とするほか、被侵害者の生産能力等を超えるとして賠償が

否定されていた損害分も侵害者に使用許諾したとみなして損害賠償請求できるようにす

る等、営業秘密や限定提供データの保護を強化します。 

 次に、コロナ禍、デジタル化に対応した知的財産手続等の整備です。 

 第一に、コロナ禍等を契機として生じた影響により在外者へ査定結果等の書類を郵送

できない場合に、公表により送付したとみなすとともに、インターネットを通じた送達

制度を整備します。 

 第二に、特許等に関する手続のデジタル化や商標の国際登録出願手数料の一括納付等

を可能とします。 

 第三に、中小企業の特許に関する手数料の減免について、資力等の制約がある者の発

明の奨励、産業の発達の促進という制度趣旨を踏まえ、意欲のあるスタートアップ、中

小企業等によるイノベーション創出を阻害しないよう十分留意した上で、一部件数制限

を設けます。 

 最後に、国際的な事業展開に関する制度の整備です。 

 第一に、経済協力開発機構からの勧告も踏まえ、外国公務員贈賄防止条約をより高い



水準で的確に実施するべく、外国公務員贈賄罪における自然人及び法人に対する法定刑

を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対

象とします。 

 第二に、国際的な営業秘密の不正な利用、開示等の事案における手続について、日本

の裁判所に訴訟を提起でき、国内法である不正競争防止法を適用する場合を明確化しま

す。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（令和五年五月一八日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外に

おける事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行

為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、

意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化を行うほか、外国公務員贈賄罪

の罰金額の上限の引上げ等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、翌十二日に西村経済産業大臣から趣旨

の説明を聴取いたしました。十七日に質疑に入り、質疑終局後、採決を行った結果、本

案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月一七日） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 政府は、本法に基づく改正内容について、国民や中小企業を含む産業界に対し具体

例を用いて説明するなど、丁寧な周知に努めること。また、事業活動がグローバル化

するとともに、国内外問わず雇用が流動化し、営業秘密侵害事件が増加傾向にある中、

我が国の産業競争力における営業秘密の重要性に鑑み、我が国企業の営業秘密の保護

強化に向けて万全を期すこと。 

二 デジタル空間におけるコンテンツの保護及び利用を推進し、経済活動を活性化する

ため、本改正にとどまることなく、幅広く知的財産権に関する法律の改正についても

速やかに検討すること。 

三 登録可能な商標の拡充、意匠登録手続の要件緩和、形態模倣商品の対象拡大等、本

法の施行に当たっては、デジタル空間における経済取引が活発化している現状に鑑み、

結果的にクリエイティブな活動に制約を課すこととならないよう、保護と利用のバラ

ンスを適切に考慮した上で、事業者の予見可能性を高めるため、審査基準等の明確化

及び周知徹底に努めること。 



四 知的創造物の権利については、意匠法等の知的財産権に関する法律の保護対象の範

囲及び保護と利用の在り方について、適時適切に見直しを行うこと。 

五 政令による特許に関する審査請求料減免制度に係る上限件数等の設定に当たっては、

中小企業等の特許権の取得等の知的財産活動が萎縮することのないよう、資力等の制

約がある者の発明奨励・産業発達促進という本制度の趣旨を踏まえ、十分に検討を行

うこと。また、中小企業等の知的財産活動の実態に即した支援に努めること。 

六 知的財産分野におけるデジタル化やグローバル化の一層の進展及び事業活動の多様

化等の環境変化、また他国の出願件数が増大する中において我が国の出願件数が減少

傾向にある状況等を踏まえ、事業者の負担軽減に資するための制度の国際調和等、真

に我が国の知的財産権の保護強化・拡充に資するよう、我が国の知的財産制度につい

て諸外国の先進的な取組等も踏まえつつ、適時適切に本質的な対応をすること。 

七 世界的な利用拡大が進む生成系ＡＩについて、新技術の発展に配慮し、既存の知的

財産権の保護の枠組みを関係者に十分周知徹底した上で、最新の技術動向が知的財産

権に与える影響やそれに対する海外の対応状況等を注視しつつ、我が国の知的財産制

度の在り方について検討を行うこと。 

三、参議院経済産業委員長報告（令和五年六月七日） 

○吉川沙織君 ただいま議題となりました不正競争防止法等の一部を改正する法律案に

つきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外に

おける事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行

為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、

意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優

先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務員贈賄罪の罰金額の上限の引上げ等の措

置を講ずるなど、六法律について改正を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、登録可能な商標を拡充する意義と今後の対応、デジタル空間

における知的財産権の在り方、営業秘密等の保護の強化に向けた方策、特許庁の審査体

制を強化する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 

  

 


